
 

2022 年３月 18 日 

各 位 

 

 

 

 

 

 

(訂正)「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告 

及び特別損失の発生に関するお知らせ」の一部訂正について 

 

 2022 年３月 18 日に公表いたしました「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告 

及び特別損失の発生に関するお知らせ」につきまして、証券取引等監視委員会のホームページ

で公表された勧告の対象となった有価証券報告書等と一部不整合が生じており、下記のとおり

一部訂正を行いますのでお知らせいたします。 

 

記 

 

（訂正前） 

１． 課徴金納付命令の勧告の対象となった有価証券報告書等 

（１）有価証券報告書 

第 15 期（自 2018 年３月１日 至 2019 年２月 28 日） 

第 16 期（自 2019 年３月１日 至 2020 年２月 29 日） 

第 17 期（自 2020 年３月１日 至 2021 年２月 28 日） 

 

（２）四半期報告書 

第 15 期第３四半期（自 2018 年９月１日 至 2018 年 11 月 30 日） 

第 16 期第１四半期（自 2019 年３月１日 至 2019 年５月 31 日） 

第 16 期第２四半期（自 2019 年６月１日 至 2019 年８月 31 日） 

第 16 期第３四半期（自 2019 年９月１日 至 2019 年 11 月 30 日） 

第 17 期第１四半期（自 2020 年３月１日 至 2020 年５月 31 日） 

第 17 期第２四半期（自 2020 年６月１日 至 2020 年８月 31 日） 

第 17 期第３四半期（自 2020 年９月１日 至 2020 年 11 月 30 日） 

第 18 期第１四半期（自 2021 年３月１日 至 2021 年５月 31 日） 

 

（３）四半期報告書の訂正報告書 

会 社 名 株 式 会 社 メ タ リ ア ル 

代 表 者 名 代 表 取 締 役                五 石  順 一 

 （コード番号：6182） 

問 合 せ 先 取 締 役 

グループ管理本部長 
荒 川  健 人 

 （TEL.03-6685-9570） 



第 17 期第３四半期（自 2020 年９月１日 至 2020 年 11 月 30 日） 

 

（４）有価証券届出書 

2020 年７月 14 日提出有価証券届出書 

 

（訂正後） 

１． 課徴金納付命令の勧告の対象となった有価証券報告書等 

（１）有価証券報告書 

第 16 期（自 2019 年３月１日 至 2020 年２月 29 日） 

第 17 期（自 2020 年３月１日 至 2021 年２月 28 日） 

 

（２）四半期報告書 

第 16 期第３四半期（自 2019 年９月１日 至 2019 年 11 月 30 日） 

第 17 期第１四半期（自 2020 年３月１日 至 2020 年５月 31 日） 

第 17 期第２四半期（自 2020 年６月１日 至 2020 年８月 31 日） 

第 17 期第３四半期（自 2020 年９月１日 至 2020 年 11 月 30 日） 

 

（３）四半期報告書の訂正報告書 

第 17 期第３四半期（自 2020 年９月１日 至 2020 年 11 月 30 日） 

 

（４）有価証券届出書 

2020 年７月 14 日提出有価証券届出書 

 

訂正内容としては、以下の有価証券報告書及び四半期報告書の記載を削除しております。 

・有価証券報告書 

第 15 期（自 2018 年３月１日 至 2019 年２月 28 日） 

 

・四半期報告書 

 第 15 期第３四半期（自 2018 年９月１日 至 2018 年 11 月 30 日） 

第 16 期第１四半期（自 2019 年３月１日 至 2019 年５月 31 日） 

第 16 期第２四半期（自 2019 年６月１日 至 2019 年８月 31 日） 

 第 18 期第１四半期（自 2021 年３月１日 至 2021 年５月 31 日） 

 

以上 


